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英国のローカリズム政策をめぐる地方分権化の諸相（三）
─ 労働党から保守党・自由民主党連立を経て

保守党単独政権に至るまでの経緯─

中西　典子ⅰ

　本稿は，英国のキャメロン保守党・自由民主党連立政権のもとで導入されてきたローカリズム政策に着
目し，その政策的経緯と背景，そしてその内実と評価および課題について考察するものである。１３年にお
よぶ労働党政権に代わって２０１０年５月に発足した連立政権は，「ビッグ・ガバメント」から「ビッグ・ソサ
エティ」への政策転換を理念として掲げるなかで，新たに市民社会局を設置し，「中央集権」から「地方分
権」への方向性を示唆してきた。これは，２０１１年のローカリズム法の制定に端的に示されており，中央政
府から地方自治体への分権化と，地方自治体から地域コミュニティへの分権化という二重の意味での地方
分権が，ローカリズム政策として実施されてきている。しかし同時に，連立政権以降，厳しい緊縮財政が
断行されてきており，政府予算の削減率は，地方自治体および地域コミュニティを管轄する官庁に対して
かなり大きくなっているため，地方自治体に対する政府予算も大幅に削減されてきている。このように，
地方自治体は，包括的な権限を付与されながらも，厳しい財政事情のもとで，経費削減および自治体経営
に向けての努力を強いられるという，アンビバレントな状況に置かれている。ローカリズムのもう一つの
局面である地域コミュニティへの権限付与は，地域の価値ある資産に対する所有や管理・運営，地域の公
共サービスの改善や提供などに関する地域住民による選択と決定を推進するものである。しかしこれを実
現するために必要な住民の力量形成に対する支援策はほとんどなされていない。これまで地域の諸課題に
取り組んできた実績のあるボランタリー・セクターが果たす役割は重要であるが，財政難に陥っている地
方自治体の補助金や委託契約費が減少し，また，パーソナライゼーションやプライバタイゼーションの下
で，公共サービスをめぐる競争環境がより激化しているなかで，統合・大規模化，事業・企業化という選
択を迫られ，とくに地域に根ざした小規模な組織の運営は困難になっている。トップダウンからボトムア
ップの政治へとパラダイムシフトを促すローカリズムは，ローカル・デモクラシーを実現する理念として
有効であるものの，政府の歳出削減と抱き合わせのなかで財政的支援がないまま権限のみが委譲されるの
であれば，それは「小さな政府」を肩代わりするレトリックに過ぎないものとなる。
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（１）ビッグ・ガバメント（Big Government）からビ
ッグ・ソサエティ（Big Society）へ

（２）トーン・ダウンするビッグ・ソサエティと発
展するローカリズム・アジェンダ

（３）連立政権下でのローカリズム法の制定と地域
コミュニティへの権限付与

２．緊縮財政のなかで問われる地方自治体の自由裁
量権

（１）地方自治体予算の大幅な削減
　　　　　　　　　　　　 （以上，第５２巻第１号）
（２）危機に直面する地方自治体とその生き残りに

向けての模索
（３）地域産業パートナーシップ（LEP）の新設
３．地方自治体から地域コミュニティへの権限付与
（１）ローカル・パートナーシップの変容と再構築
（２）ローカリズム政策の受け皿となる地方自治体

と地域コミュニティ　（以上，第５２巻第２号）
（３）地方自治体と地域コミュニティを媒介するボ

ランタリー・セクター
（４）公共サービスの委託契約における変化
４．むすび　（以上，第５２巻第３号）　

３．地方自治体から地域コミュニティへの 
権限付与　　　　　　　　　　　

（３）地方自治体と地域コミュニティを媒介するボラ
ンタリー・セクター

　ボランタリズムの伝統を持つ英国において，その長
い歴史を持つチャリティ（Charity）は，ボランタリー・
セクターの基軸になる組織であるが，現在では，公益
法人（Charitable Incorporated Organisation：CIO），
保証有限責任会社（Charitable Company Limited 
by Guarantee：CCLG），任意団体（Unincorporated 
Association），トラスト（Trust）という主要４形態
をはじめとして多様化してきている。個々のボラン
タリー組織の数は８６５,０００にのぼり，ボランタリー・
セクターの総収入額は約１,０００億ポンドと，その経
済規模も大きくなっている４７）。このうち，２０１６年
３月時点でイングランドとウェールズのチャリティ
委員会（Charity Commission）に登録しているチャ

リティ数は１６５,２７７，総収入額は約７０９億ポンドと，
ボランタリー・セクターに占めるチャリティの収入
額が大きくなっているが，その収入額の７１.７％が，
数としてはわずか１.３％に過ぎない年間収入５００万ポ
ンド以上の大規模なチャリティによって占められて
おり，逆に，数では４０.２％と半数近くになる年間収
入１万ポンド以下の小規模なチャリティは収入額の
わずか０.３％と，不均衡がみられる（表１１）。また，
ボランタリー・セクターの全国組織（National 
Council for Voluntary Organisations：NCVO）の概
算では，２０１２年度のチャリティの総収入額約４００億
ポンドのうち，５６％（２３０億ポンド）が活動収入（補
助金等を含む），３７％（１５０億ポンド）が寄付・献金
等，７％（２９０億ポンド）が資産収益となっており
（House of Commons ２０１５c），なかでも，政府から
の補助金等の収入が占める割合は年々増加してきて
いる（図３）。
　ボランタリー・セクターの役割を重視した前労働
党政権では，政府とのパートナーシップが尊重され，
１９９８年に，公共サービスのベスト・バリュー（Best 
Value）を目指すための協定書であるナショナル・
コンパクト（前述）が締結されている４８）。その後，
ナショナル・コンパクトで合意された基本原則を地
域のニーズに基づいて実施することの必要性から，
地方自治体とボランタリー・セクターとの間で「ロ
ーカル・コンパクト Local Compact」が締結される
ようになり，現在に至っては，ほとんどの自治体に
おいて，それぞれ独自のローカル・コンパクトが存
在し，その重要性が認識されている。

「ボランタリー・セクターの付加価値を理解すること

や，そのレベルを測定することは難しいが，地方自治

体とボランタリー組織相互の信頼を構築することは必

要である。多くのボランタリー組織は，政治活動や地

方自治体へのロビー活動をしており，自治体にチャレ

ンジしていくのが仕事でもある。しかし同時に，自治

体とパートナーシップを組んで活動することも望んで

いる。」 （THINkのOfficer， ２０１１.１０.１５）
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　連立政権では，コンパクトの基軸となるボランタ
リー・セクターとの協議はなお存続しているが，コ
ンパクトの内容は刷新（Renewed Compact）され，
文書もスリム化している４９）。

「コンパクトは，連立政権が大変関心を持っているロー

カリズム・アジェンダを象徴するものであり，ローカリ

ズムは，コンパクトなくしては難しい面もある。同政

権は，ボランタリー・セクターを刺激しないように，コ

ンパクトをそのまま残したという人もいるが，新しい

ことに取り組んでいくときに，私たちの活動や調査は

影響を与えており，多くの政策がボランタリー・セク

ターを頼っているため，コンパクトを無視することは

できない。ローカル・コンパクトは，何かをするときの
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表１１　チャリティの収入規模

比率（％）
年間収入額の平均
（１０億ポンド）

比率（％）数規模年間収入額の範囲（ポンド）

０.３０.２２１４０.２６６,５１３Micro（極小）０～１０,０００

２.８２.００２３４.４５６,８００Small（小）１０,００１～１００,０００

６.７４.７６５１３.１２１,６２１Medium（中）１００,００１～５００,０００

１８.５１３.１３１５.３８,７５０Large（大）５００,００１～５,０００,０００

７１.７５０.８１２１.３２,１５６Major（極大）５,０００,０００～

１００.０７０.９３１９４.３１５５,８４０小計

０.００.０００５.７９,４３７不明

１００.０７０.９３１１００.０１６５,２７７計

（出所）　Charity Commission（２０１６）Recent charity register statistics
（https://www.gov.uk/government/publications/charity-register-statistics/recent-charity-register-statistics-charity-commission）

図３　ボランタリー・セクターの収入内訳の推移
（出所）NCVO ２０１３： ７



最初の段階で役に立つ。政府が変わったことをネガテ

ィブに捉える傾向もあるが，これをチャンスとみる機

会も必ずある。」（NCVOのEuropean & International 

Campaigns Manager， ２０１１.１０.１０）５０）

　原理・原則を規定した文書としてのローカル・コ
ンパクトは，それ自体では機能せず，それが実践さ
れて初めて意味あるものとなる。中央政府や官僚的
要素に拘束されがちな地方自治体とは異なり，地域
の資源にアクセスしやすく，機動力もあるボランタ
リー・セクターは，とくにローカリズム政策におい
てはその本領を発揮する機会となり得る。それゆえ，
地方自治体もボランタリー・セクターを有効に活用
すべく協働体制を取っているが，その支援において
は，自治体による温度差もある。

「タワー・ハムレッツ区は，地方自治体とボランタリ

ー・セクターが強い関係を持っており，両サイドに相

互の信頼と理解がある。タワー・ハムレッツ区は，ボ

ランタリー・セクターが果たす重要な役割を認識して

いるという点で先導的であるが，全ての自治体がそう

とは限らない。多くの地域において，予算削減に関し

て，住民や地域のボランタリー組織との話し合いはほ

とんどない。」 （同上）

　タワー・ハムレッツ区は，荒廃・貧困地域でかつ
エスニック・マイノリティが多く，きめ細かな対応
が必要になるという点で，ボランタリー・セクター
の関与がより求められてきた。また，前労働党政権
においては他の地方自治体に比して中央政府からの
補助金も多かったため，地域の優先項目の一つにボ
ランタリー・セクターの支援が掲げられてもきた。
それゆえ，ボランタリー・セクターに対する効果的
な支援とともに，ボランタリー・セクターとしても
地域に根ざした多様な活動を展開する可能性が開か
れていた。

「私たちは，この地域のほとんどの住民のエスニシティ

に対応できるスタッフを揃えている。スタッフも人

種・民族的に多様でないと対処できないし，スタッフ

側にそのような対応性があることは大事なことであ

る。」 （AG Concern Tower HamletsのCEO， ２００７.３.７）

「例えばバングラデシュ・コミュニティは，地方自治体

が提供するメインストリームのサービスは彼らのニー

ズにそぐわないと感じ，彼ら自身の特殊なコミュニテ

ィを支援する組織を立ち上げている。…ソマリア人の

組織も１５～２０年間存在しており，それは持続的で常に

再生している。ここ数年間で目立ってきたのは，宗教

に基づく組織である。ムスリムやヒンズー，キリスト

教など信仰に基づく組織が立ち上がってきている。…

チャリティになる理由は，チャリティ委員会というお

墨付きができ，チャリティ目的にお金を使用するとい

う点で，人々の信頼を得られるからであり，多くの宗

教組織がチャリティになっている。」

（COFのCapacity Building Manager， ２００８.３.４）

　エスニック・コミュニティに基づく多様かつ小規
模なボランタリー・グループが増加してくると，限
られた資源のなかで全てのグループに資金提供する
ことは難しくなり，また，同じ地域に似通った活動
を行っているグループが存在すると，その少額の資
金のなかで競争しなければならず，効果的なサービ
ス提供に支障をきたすことになる。したがって，こ
うした重複を避けるために，ボランタリー・グルー
プ間でのパートナーシップも重要になってくる。こ
の点のコーディネートは，各地方自治体エリアに設
置されているボランティア・センター（Volunteer 
Centre）等のいわゆる中間支援組織（Voluntary 
Sector Infrastructure）が担っている５１）。

「ボランタリー・セクターの大多数は小規模であり，エ

スニック・グループであるため，言語的障壁もある。

小規模のグループは年間５０,０００ポンド以下の収入しか

なく，スタッフを雇う能力や，ビジネス・プランを発

展させる能力などもあまりない。すでにその領域で活

動しているグループが存在している場合は，ジョイン
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ト・プロジェクトを行うことを勧める。同じ目的でも

経験レベルが異なる場合，例えば，４～５年の経験の

あるグループと１年しか経験がないグループの場合は，

パートナーを組んでともに資金援助を探すように伝え

る。それは，知識やスキル，経験の共有にもなる。…

小規模なグループで，規模の拡大や，雇用スタッフお

よびサービス提供・活動の増加，より多くの資金援助

を求める場合は，それを支援する。しかし，小規模グ

ループはシングル・イシュー（single issue）のみで，

それを越える活動を望まないものもあるため，強制す

ることはしない。小グループでもコミュニティで良い

活動をすれば資金援助は多くなる。」 （同上）

　しかし，連立政権以降，地方自治体に対する補助
金の大幅な削減とともに，ボランタリー・セクター
の中間支援組織に対する補助金等についても厳しい
削減が続き，多くの組織が閉鎖・統合を余儀なくさ
れてきている５２）。財政難の地方自治体としては，
公共サービス提供におけるコスト削減のために，安
価なプロバイダーとしてのボランタリー・セクター
と委託契約を結んでいく方向へとシフトし，今後は，
資金面で強い組織とのパートナーシップがより求め
られるようになる。

「地方自治体は，ボランタリー・セクターをパートナー

として求めるが，これはリップサービスである。ボラ

ンティアでも，訓練や品質の確保など，コストがかか

っている点を認識しなければならないが，自治体は品

質にお金を出さない。自治体が住民の必要とするサー

ビスを充足しているなら，ボランタリー組織は必要な

い。私たちは地域の人々の支援をしたいが，そのため

には補助金がないとできないという矛盾がある。…ボ

ランタリー・セクターを支援して契約を獲得させる

CVS（前述）は全てを助けることはできない。多くの

CVSは小規模で，競争的圧力を受けている。CVSのメ

ンバー組織のいくらかは大規模で，大きな契約を望ん

でいる。CVSは，そのような組織にボランタリー・セ

クターの見地を与えるのが精一杯である。」

（AG UK Tower HamletsのCEO， ２０１１.３.３／２０１２.１０.１０）

　公共サービスの担い手としてボランタリー・セク
ターを位置づけるためには，その力量形成のための
費用が必要になる。地域に根ざした活動を行う小規
模なグループの場合は，地方自治体との委託契約を
行うことができず，資金面でも力量面でも自立する
ことは難しい。あるいはまた，それぞれのボランタ
リー組織が個々の地域コミュニティの利益を優先す
る場合には，組織および地域間で競合が生じ，その
いずれかにバイアスがかかってしまうことになる。
それゆえ，地域全体を見据えながら，そのバランス
を考慮し得るコーディネート機能がより重要になる
が，中間支援組織あるいは地方自治体のいずれもが
その役割を果たしていくことが資金的に厳しい状況
にある。

（４）公共サービスの委託契約における変化
　ボランタリー・セクターに対する中央政府および
地方自治体の財政支出は，連立政権以降，マイナス
に転じている。２０１１年時点における見通しでは年々
減少しているが（表１２），実際には，前述したように，
自治体予算の削減率が１年目に最も大きくなるため，
その結果として，ボランタリー・セクターに対する
財政支出も２０１１年度において急減している（図４）。
これに伴う補助金等の打ち止めにより，ボランタリ
ー・セクターは，従来の活動を予期せず中止せざる
を得なくなるという状況にも追い込まれた。図５は，
ボランタリー・セクターに対する政府支出の内訳の
推移を示したものであるが，補助金（government 
grants）が年々減少し，それに代わって委託費
（government contracts）が増加してきている。保守
党サッチャー政権の時代から，中央政府および地方
自治体が公共サービスを直接供給するという役割が
大幅に後退し，公共サービスを民間セクターとの契
約を通じて調達（procurement）する役割へと移行
してきており，このいわゆる外部委託（outsourcing）
が主流となるに従って，直接交付される補助金より
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も，委託契約をめぐる競争的資金としての委託費が
拡大してきた。こうした公共サービスの市場化
は５３），その後の労働党から保守・自由民主党連立，
そして保守党へと政権が交代しても，基本的には変
わることなく引き継がれてきており５４），この間の，
地方自治体に対する中央政府の補助金の削減は，か
かる外部委託をより促進させることになる。
　２０１１年７月に発表された白書（Open Public 
Services White Paper）では，全ての公共サービスに
多様なアイデアやサービス水準の向上を競う革新的

なサービス提供者を取り入れていくこと，委託契約
に際して多様性や革新性を損なうような障壁の除去
とともに小規模なサービス提供者の不利益を防御す
ること，公共部門の規制緩和によってファウンデー
ション・トラスト（Foundation Trust）やトレーデ
ィング・ファンド（Trading Funds）等のような運
営面での自主性を拡大するとともに５５），前述した
ような公共部門で働く職員が社会的企業を創設して
新たなサービス提供の可能性を探ること５６），などが
提起されている（HM Government ２０１１b）。このよ
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図４　ボランタリー・セクターに対する中央政府および地方自治体の支出額の推移
（出所）NCVO（２０１６）UK Civil Society Almanac ２０１６

表１２　ボランタリー・セクターに対する中央政府および地方自治体の支出額の見通し
（単位：１００万ポンド）

２０１５年度２０１４年度２０１３年度２０１２年度２０１１年度２０１０年度

４,９６５.６５,０２８.６５,１３６.１５,１７４.１５,２０６.９５,２９４.７中央政府の支出額

―３２９.１―２６６.０―１５８.５―１２０.５―８７.８０.０２０１０年度との差額

―６.２―５.０―３.０―２.３―１.７０.０差額率（％）

５,９２４.３５,９６０.６６,１１０.０６,２６０.７６,４１５.９６,５０６.２地方自治体の支出額

―５８１.９―５４５.６―３９６.３―２４５.５―９０.３０.０２０１０年度との差額

―８.９―８.４―６.１―３.８―１.４０.０差額率（％）

１０,８８９.９１０,９８９.２１１,２４６.１１１,４３４.８１１,６２２.８１１,８００.９中央政府および地方自治体の支出額

―９１１.０―８１１.６―５５４.８―３６６.１―１７８.００.０２０１０年度との差額

―７.７―６.９―４.７―３.１―１.５０.０差額率（％）

（出所）　NCVO ２０１１： ３３



うに，白書では，公共サービスの提供やその管理運
営を，地域コミュニティおよび地域の多様なサービ
ス提供主体へと委ねていく一方で，中央政府およ
び地方自治体は，資金提供（funder）やサービス
の調整役（regulator），サービスの委託契約者
（commissioner）として，公共サービスをオーソ
ライズする役割を担うこととされている。２０１２年２
月には，「公共サービス（社会的価値）法 Public 
Services（Social Value）Act ２０１２」が議員立法にて
成立し，地方自治体など公的機関による公共サービ
スの委託契約に関して，その調達のプロセスにおい
て当該地域の経済的・社会的・環境的改善につなが
るかどうかを検討すること，また，社会的価値やサ
ービスの向上に関する理解を深めるために利害関係
者（stakeholders）と協議する機会を設けること，
などが義務づけられることとなった５７）。
　こうした公共サービスの委託契約に関する取り決
めがなされてきている背景には，委託契約に伴う
様々な問題が生み出されているという事情がある。
その一例として，公共サービス市場における委託契
約の多くが少数の民間企業に集中していること，委
託契約における成果払い方式（payment by results）
においては大規模な営利企業が有利となること，委

託先企業の破産や不正によって外部委託業務を再び
公営に戻さねばならないこと，業務委託によって公
共サービスの効率性を長期的に向上させるよりも短
期的な経費削減を重視していること，委託する側の
職員のスキルが欠けていること，などがあげられ
る５８）。
　公共サービスにおいて求められてきているのは，
社会的インパクトとともに，人々の暮らしの中で複
合化するニーズや利用者の選択権の拡大に対処し得
る革新性や多様性，機能性を創造することであり
（HM Government ２０１４），前述したパーソナライゼ
ーションは，多くの公共サービス供給における新た
な規範として重視されてきている。こうしたパーソ
ナライゼーションは，諸個人の自立と自己管理
（self-management）を強調し，リスク管理の責任と
権限を政府から諸個人へと転換しつつ，地域コミュ
ニティにおける責任ある主体となるべく奨励
（encourage）していくものであり（Needham ２０１１），
この点で，公共サービスをめぐる競争環境はより意
識されざるを得なくなる。それゆえ，パーソナライ
ゼーションに見合う公共サービスの委託契約先も多
様化してきており，ボランタリー・セクターは，民
間企業との競争下に絶えず晒されることになる。

英国のローカリズム政策をめぐる地方分権化の諸相（三）（中西典子） 61

図５　ボランタリー・セクターに対する政府支出の内訳の推移
（出所） NCVO（２０１５）UK Civil Society Almanac ２０１５（https://data.ncvo.org.uk/a/almanac15/government/）



「サービスが，諸個人のニーズや社会的・文化的背景に

見合ったものとされるなら，ボランタリー・セクター

のパーソナライゼーションに適する能力や，サービス

を諸個人に提供できるような市場化が必要になる。」

（THINkのOfficer， ２０１１.１０.１５）

「サービスの多くは個人によって支払われている。ホ

ームヘルプやクリーニングなど，人々は自分自身で購

入しなければならない。そのため，いかにお金を効率

よく使うかということを賢く考えなければならない。」

（AG UK Tower HamletsのCEO， ２０１２.１０.１０）

「長きにわたって，パブリック・セクターのサービスは

パターナリスティックだった。それはコストもかかる。

…ボランタリー・セクターは，かつては人々の世話を

してあげる役割だったが，いまは人々の力量形成を支

援すべきである。それは人々がよりよく暮らしていく

ために効率的な仕組みである。」

（HAVCO のCEO， ２０１２.１０.９）

　緊縮財政を強いられる地方自治体にとっては，相
対的に安価なサービス提供者であるボランタリー・
セクターへの委託契約が重視されるものの，それは
必ずしも価格面からばかりではない。

「ボランタリー・セクターのコストが安いのは当然だ

が，コストの低下が品質の低下につながるのは問題で

ある。コストと品質のバランスをどう取るかが重要に

なる。」

（ボランタリー・セクターのConsultant， ２００８.３.１）

「私たちが認識する市場は，大企業よりもボランタリ

ー・セクターの方がよりよい活動をする。…現在の経

済状況では，財政的な実行可能性が鍵になるものの，

質的な成果は大変重要である。人々へのケア・サービ

スや高齢者へのリスク・マネージメント，予防規定に

基づいて質的なサービスを示すこと，これらは行政の

役割である。」

（ヘイヴァリング区のGroup Director， ２０１２.１０.９）

「この１０～１５年で，商業的な組織が配食サービス事業に

乗り出してきた。ボランティア・スタッフから有給ス

タッフへと変わってきたように，商業的関心が拡大し

てきている。ロンドン特別区の配食サービスのほとん

どは，ビジネス企業に委託している。大都市では全て

商業的なものが請け負っている。大都市部では商業的

なものが成り立つが，地方や農村部では，商業的なも

のはコストがかかるため，ほとんどがボランタリー・

ベースである。…私たちは，３～４年以内に配食サー

ビスをやめ，人々の関心がより高い新たなサービスを

開始する。かつての高齢者は配食サービスを好んだが，

新たな世代の高齢者は，配食よりも，自立，威厳，自己

依存（独立独行），コミュニティ支援を求める。高齢者

のニーズが高いサービスは交通である。外出したくて

も，配食サービスがあれば自宅にとどまっていないと

いけない。それよりも，助け合いや関係性，仲間など

に関連する新たなサービスを考えている。自宅で配食

サービスを受ける人々の数は確実に減少する代わりに，

ごく少数の人々が全領域にわたるサービスを必要とす

ることになるだろう。配食サービスはその一部に過ぎ

なくなる。もし食料のみのニーズを持つのであれば，

インターネットで購入できる。配食サービスを受ける

人々は，認知症や身体障がい等によってインターネッ

トを利用できないか，インターネットを利用できる家

族がいない人であり，洗濯や入浴，着替えに対しても

ニーズを持っているような人である。配食サービスを

めぐる問題として提起できるのは，栄養失調と孤独で

ある。高齢者の孤立や孤独が増加しており，配食サー

ビスは，毎日，高齢者の健康状態のチェックや声かけ

をすることができる。スーパーマーケットの宅配サー

ビスであれば，１週か２週に１度，冷凍食品を宅配す

るだけだが，ボランティアは，単なる配食よりも，買

物支援をしたり，自宅での調理を助けたりすることを

好む。私たちは，いかに高齢者が栄養を取り，安全に

暮 ら せ る か を 考 え て き た。」（Women’s Royal 

Voluntary Service：WRVSのCEO， ２０１１.３.２）

「民間企業とボランタリー・セクターのどちらと契約

するかは，Best PriceやBest Value for Moneyによる。

しかし，ボランタリー・セクターの方が地域的な事柄

では先行している。」
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（ヘイヴァリング区のGroup Director， ２０１１.１０.１２）

　民間営利企業は，利潤動機が優先されるがゆえに，
ボランタリー・セクターよりも効率的に公共サービ
スを提供し得る。また，サービスの利用者からすれ
ば，満足できるサービスであれば，その提供者が民
間企業であるかボランタリー・セクターであるかは
さほど問題ではない。しかし，公共サービス分野に
おいて，採算性を重視する民間企業に全てを委ねる
ことは不可能であり，とくに社会的価値や地域コミ
ュニティに関わるところでは，ボランタリー・セク
ターの長きにわたる活動実績は高く評価されている。
公共サービスが市場化するなかで，ボランタリー・
セクターが独自に有するボランタリズム
（voluntarism）やフィランソロピー（philanthropy）
があらためて問われる所以である（Milbourne 
２０１３）。
　しかし同時に，公共サービス競争に勝ち残るため
には，ボランタリー・セクターも変わらざるを得な
い。効率性を高め，政府や自治体の補助金に依存し
ない新たな組織モデルとして，統合・大規模化と事
業・企業化が進展してきている。
　表１３にみるように，ボランタリー・セクターが政
府や自治体から得ている収入額は，大規模な組織に
おいて圧倒的に多くなっている。小規模な組織は数
では勝るものの，委託契約のステージまで辿り着く
には，ニーズを的確に把握し，サービス提供の基準
や成果を示した提案書（proposal）が必要になるた
め，ハードルが高い。また，大きな契約のほとんど

が成果に応じた出来高払い（payment by results）
であるため，当面の活動資金にゆとりがある組織で
なければアクセスできない。

「全ての組織が委託契約を得られるほど能力があるわ

けではない。政府機関のプロセスは硬直しており，官

僚的で文書主義である。ボランタリー・セクターは，

たいていは３～５人ほどの小規模なものであり，行政

的支援チームもないし，行為や言動の責任やその記録

の作成義務もない。」 （THPのDirector， ２００８.３.３）

「政府資金の近年の傾向は契約が大きくなっており，ニ

ッチ・マーケットになる小規模なプロバイダーは契約

が大変困難になっている。小規模組織では十分なビジ

ネスも創出できない。」 （HAVCO のCEO， ２０１１.１０.１２）

　こうしたなか，生き残りをかけた選択肢として，
統合や大規模組織の下請け化（subcontract）という
手段に出ざるを得なくなる。

「委託契約は入札にかけなければならないので，unit 

costが高いところは負ける。…コスト削減のために，

ハックニー，ニューアム，タワー・ハムレッツでコラ

ボすることになった。他の区では，合併はあっても

collaborate modelはない。３区が一緒になることで，

各地域におけるパートタイムのチームリーダー（品質

保証担当者）に代わって，フルタイムを雇うことがで

きる。同じクオリティ・スタンダード，同じプロセス，

また，一つのクオリティ・モデルで多くのお金を節約

できる。」 （AG UK Tower HamletsのCEO， ２０１１.３.３）
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表１３　ボランタリー・セクターの規模別収入の推移
（単位：１００万ポンド）

計Major（極大）Large（大）Medium（中）Small（小）Micro（極小）

６,３４１.２３,０６１.３２,１５８.６９４３.１１７７.９０.３中央政府

７,０５４.３３,６５２.０２,１３４.５１,０８７.１１７３.７７.０地方自治体

７８７.９６０１.０１３８.９４３.２３.６１.２ヨーロッパおよび国際組織

１４,１８３.５７,３１４.３４,４３２.０２,０７３.４３５５.１８.６計

（出所）NCVO ２０１３： ６



「委託契約は大変大きく，最低の契約レベルでも５０～

１００万ポンド単位である。小規模組織は，こうした巨額

の契約を獲得するための能力はないため，他とパート

ナーになるか，それとも小規模のままとどまっている

かの選択を迫られる。…失業者を就業させるためのプ

ログラムがあるが，そこでは，失業者が１年間雇用さ

れると費用が支払われる。そのため，１対１のプログ

ラムを通じて何としても就業させなければならない。

しかし，多くのスタッフの時間や支払いを獲得するた

めの支援に費やされ，その資金が獲得できるまで，失

業者自身を支援する資金を得られない。このプログラ

ムは小規模な組織も参加できるが，彼ら自身で成果を

得られるような賢い資金獲得の力量がなければ，参加

は不可能である。失業者は，精神的な問題や薬物など

複雑で複合的な問題があり，就業までには大変な時間

を消費する。就業プログラムの委託契約を獲得するプ

ロバイダーは，容易なクライアントを選別して，困難

なケースを下請けの組織に委ねる。失業者が１年間雇

用されない場合，１週間に１０件の仕事を見つけて応募

することを強いるが，なぜ最初の職場で失業したのか，

などの理由は考慮されない。大きな契約では，委託契

約の資金を獲得するために虚偽の報告をして，資金を

得た後で，実際に就業していなかったことが判明する

ケースもある。」 （HAVCO のCEO， ２０１２.１０.９）

　委託契約のスキルを身につけている大規模組織が
大きな契約を獲得することになるが，そのような組
織は必ずしも個々の地域を拠点にしているわけでは
なく，地域の草の根レベルで活動を行う小規模組織
を利用することになる。独自に契約を取ることが困
難な小規模組織にとって，下請け化はやむを得ない
選択ではあるが，地域コミュニティの特殊な分野で
活動する小規模組織が，一つの大きな契約の下で，
他の組織と一緒に活動しなければならないことの限
界もある。
　一方，ボランタリー・セクターの事業・企業化に
おいて注目されてきたのが社会的企業（Social 
Enterprise）モデルである。社会的企業は，公共善

（public good）を達成するために広範囲の社会的課
題に取り組み，ビジネスの手法を用いて解決するこ
とをめざすとともに，その利益を事業の継続や地域
コミュニティでの取り組みに再投資する事業体で
ある（DTI ２００２）。こうしたいわゆる非営利事業は
古くから存在しているが，それが社会的企業として
一般に流布してきたのは，サッチャー保守党政権を
経てブレア労働党政権の時代に入ってからである。
同政権では，２００１年に，貿易産業省（Department 
of Trade and Industry：DTI）内に社会的企業局
（Social Enterprise Unit）を設置し，２００５年には社
会的企業の法人格としてコミュニティ利益会社
（Community Interest Company：CIC）を制度化す
るなどして，全面的にバックアップしてきた。その
後の政権交代においても，社会的企業への関心は高
く，とくにボランタリー・セクターに対する財政支
出が削減されるなかでは，自立志向の強い社会的企
業の発展に対する期待が大きくなっている。

「前労働党政権は，ボランタリー・セクターの力量形成

や中間支援組織に多くの投資を行うとともに，多くの

組織に対して，施設の管理やスタッフ，設備・備品な

どの運営資金（core funding）を提供することを当然と

みなしていた。連立政権は，こうした支援に焦点を置

かない代わりに，組織がより財政的に自立することに

焦点を置いている。より自立した強いセクターになる

ようにけしかけながら，そのための運営資金を提供し

ないというのは矛盾している。しかし将来的には，社

会的基金（social finance）や社会的企業，社会福祉事業

（social service）のビジネス・モデルのようなところか

ら資金提供する意向であり，より多くの産出を行う企業

になることを勧めている。この新たなモデルに対する

資金として，政府は社会的投資基金（Social Investment 

Fund）を提起している。」

（Compact VoiceのManager， ２０１１.１０.１０）

　ボランタリー・セクターにおけるチャリティの多
くは事業活動を行っているが，その収益が本来的な
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目的の事業（primary purpose trading）であれば免
税になるが，それ以外の事業（non-primary purpose 
trading）においては，規定の少額事業に該当する場
合を除いて課税対象となる。一方，事業活動の制約
がない社会的企業の場合は，チャリティのような税
制面での優遇措置はないものの，チャリティ委員会
の厳密な規定による統制もない。また，チャリティ
においては，全額出資による事業会社（Trading 
Company）を設立し，本来的な目的以外の事業を通
じて得られる収益を出資元のチャリティに寄付すれ
ば免税が認められるため，比較的規模の大きいチャ
リティでは，社会的企業を事業会社として設置する
ケースもみられる。

「Bromley by Bow Centreは，異なる財源の組織が敷地

や建物をシェアして共同で利用している。このセンタ

ー自体はチャリティでありCCLGでもある。チャリテ

ィの目的と社会的企業（名称：Beyond the Barn）のビ

ジネス目的は違うが，いまは双方の目的が一緒なので

何とかやっていけている。センターも社会的企業も相

互に支え合っているので，そう簡単には切り離せない。

センターの中には，ケアなど様々な活動（activity）が

あり，社会的企業の事業収入（earned income）は３７％

ほど。Beyond the Barnの人々の給料はタワー・ハム

レッツ区から支払われているので，それほどの数値で

はない。事業収入は増やしたいが，そうなると社会的

企業の部分を切り離して独立させた方が良くなるため，

微妙な問題である。…社会的企業が流行りの言葉にな

っているが，社会的企業とは何かという基本的な理解

が必要である。政府は成功例として宣伝しているが，

実際に，日々草の根で行っている人たちにとっては，

規模も小さく，持続性が問われており，政策と現実の

実践には隔たりがある。」 （BBBCのDirector， ２００７.３.６）

　社会的企業が政策的に奨励され，委託契約におい
ても有利とされているが，その多くは地域の草の根
レベルで活動する小規模なものである。また，チャ
リティなど既存のボランタリー・セクターにおいて，

収益を重視する社会的企業モデルについては評価が
分かれるところである。ボランタリー組織の生き残
りのためには，ビジネス・モデルを選択することが
避けられないと認識されつつも，運動体としてのボ
ランタリー・セクターの本来的な意義が稀薄化して
しまうことへの懸念もまた存在している。

「社会的企業は，仕事をして稼いで社会的に投資する。

どこも社会的企業になってきているが，利益を地域コ

ミュニティに還元していないものもある。彼らの利益

は賃金にいっているから，事業が継続できる。…Age 

UK Enterpriseは，お金を稼いだら目に見えるかたちで

再投資されるが，いくつかは投資されないので，ただ

の会社になっている。活動資金を得られなければ，ビ

ジネスライクにならざるを得ないが，自分たちの哲学

的な問題にもなる。」

（AG UK Tower HamletsのCEO， ２０１１.３.３）

「社会的企業がボランティアに取って代わる（チャリテ

ィのなかに社会的企業を位置づける）と，ボランティ

アの価値に疑問が生じる。社会的企業だと一般的に鼓

舞されて，それを安易に取り入れるのは良くない。」

（THCVSのCEO， ２０１１.２.２８）

「社会的企業の新たな指針として，市民社会局は社会的

企業モデルを推進している。主要な社会的企業は，

CSR（Corporate Social Responsibility）を通じて，民間

企業からビジネスやサポートを受け，民間企業ととも

に活動する。中央政府の新たなfunding regimeの下で，

infrastructureは厳しくなっているので，多くの組織は，

ビジネス・プランを通じて社会的企業モデルに適応し

ようとしているが，社会的企業モデルをめざしたボラ

ンタリー組織は準備不足だったため，成功したとは言

えない。ボランタリー組織の型において，競争的な傾

向を内包する資金調達を行う社会的企業モデルはミス

マッチだった。」 （HAVCO のCEO， ２０１１.１０.１２）

「私たちはチャリティ・ルールの下で物を売っている。

もしチャリティの資金を増やすために，より商業ベー

スで物を売るなら，チャリティ組織ではなくなり，分

離した会社になる。Trading Companyを立ち上げて利
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益を得ても，それをチャリティに還元しなければなら

ない。…チャリティの目的は他者を援助することで，

人々を雇用することではない。人々を雇用するときも，

他者の援助の方が優先される。この点が，他のセクタ

ーで働くこととの違いである。」

（AG UK Tower HamletsのCEO， ２０１２.１０.１０）

　連立政権以降，市民社会の果たす役割が重視され
る一方で，従来その主要なアクターとしての役割を
担ってきたボランタリー・セクターに対する補助金
が削減され続け，多くの組織が，民間営利企業も含
めた委託契約における資金の獲得競争に巻き込まれ
てきている。契約の規模も大きくなり，資金獲得に
成功すれば新たなビジネス・チャンスとなるものの，
失敗すれば支援も何もないという状況のなかで，チ
ャリティのみならず社会的企業ともども，資金調達
（fund raising）に苦慮する多くの組織が閉鎖を余儀
なくされている５９）。これまで多様な資源を有して
きたボランタリー・セクターであるが，厳しい競争
環境のなかで，分断化や分極化，淘汰を強いられる
という危機にも瀕している。

４．むすび　　　　　　　　　　　　　　

　以上，本稿では，英国のローカリズム政策に焦点
をあて，その政策的背景および地方分権化の諸相に
ついて，とくに２０１０年以降のキャメロン保守党・自
由民主党連立政権下における動向を中心に考察して
きた。
　ローカリズムをめぐっては，これまでも多くの議
論や解釈がなされてきたが，中央政府から地方自治
体への行政的分権を主眼とするオールド・ローカリ
ズムに対し，１９９７年以降のブレア労働党政権におい
ては，かかる中央と地方の分権に加えて，地方自治
体と地域コミュニティという関係性をよりクローズ
アップさせ，地方自治体から地域コミュニティへと
さらに権限を委ねる，いわば市民的分権に注目した
ニュー・ローカリズムが提起されてきた。こうした

二重の意味での地方分権化を促進してきた労働党政
権では，地方自治体の改革と公共サービスの向上，
公的諸機関の連携および地域社会の多様なアクター
とのパートナーシップが政策の最重要課題としてあ
げられ，それらが相乗効果を発揮していくことが期
待された。この具体策として，地方自治体レベルに
おいては地域戦略パートナーシップが組織され，
官・民の協働を通じて地域社会の公共的課題に取り
組んでいくという体制が築かれたことで，一定の成
果を生み出してきた。しかしこうした取り組みに対
しては，達成目標の設定や業績指標の提示，モニタ
リングと評価，成果に基づく報償というかたちで常
に中央政府によってコントロールされており，政府
による資金提供と引き換えに，そのリスク・マネー
ジメントとして義務化された業務をこなす時間と労
力の浪費が多くの消耗を生み出し，結局のところ本
末転倒であるとして批判も相次いだ。
　その後の政権交代においては，かかる地方分権化
政策は引き継がれたものの，前労働党政権に対する
批判として，中央政府によるビッグ・ガバメントか
らビッグ・ソサエティへのコントロール・シフトが
強調されることになった。そこでめざされたのは，
政府に依存する自己中心的かつ受動的な諸個人では
なく，全ての主体がアクティブに役割を遂行し社会
的な責任を果たしていくという分権型社会であった。
しかしその背後には，政府の歳出を大幅に削減する
という意図があり，ビッグ・ソサエティを実現する
ために必要な政府の関与や支援策がないままに，緊
縮財政の下で自立自助や責任を誇張するだけのスロ
ーガンに対し，政府与党内外からの批判がなされて，
ビッグ・ソサエティは程無くトーン・ダウンされて
いくことになる。
　これと相前後して重視されてきたのが，ローカリ
ズムである。連立政権は，２０１１年にローカリズム法
を制定し，地方自治体および地域コミュニティへの
権限委譲と財源的自立に向けての法整備を行ってい
る。英国は，「地方自治の母国」といわれながら，実
際は，他の先進諸国に比して地方自治体の権限が弱
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く，国の法律に基づいて許可された範囲内での事務
を遂行するのみであったが，ローカリズム法では包
括的な権限が付与されることとなり，その自由裁量
権は拡大した。また，２０１２年の地方財政法によって，
地方自治体の自主財源であるカウンシル・タックス
およびビジネス・レートの改革が行われ，地方自治
体の財政的な自立を促すとともに，いわば企業努力
を通じて，地域経済へのインセンティブを高めるこ
とが求められてきている。このように，地方自治体
の裁量権および財源はある程度確保されたものの，
その見返りとして，自治体に対する政府予算が大幅
に削減されており，その削減率は最大規模となって
いる。これまで中央政府の傘下で定められた業務の
みを行うことで事足れりとしていた地方自治体にと
って，こうした措置は，当該地域社会を自らの裁量
で運営（あるいは経営）・発展させていかなければ
ならない責務を負荷されるという点で，厳しい試練
となる。また，これに伴う実務量の増大は避けられ
ないものの，そのための資金は自己調達せざるを得
ず，うまく対処できる自治体とそうでない自治体間
での格差や競争を煽ることにもなる。
　ローカリズムにおけるいま一つの局面である地域
コミュニティへの権限付与については，地域のリー
ダーを住民自身が選ぶ直接公選首長制の導入，地域
利害に関わる事項に対する住民投票の位置づけ，地
域の価値ある資産を地域コミュニティ自身の手によ
って建設，購入，所有，管理・運営等を行うこと，
地域コミュニティに関わる諸主体が，地方自治体と
委託契約を結んで，地域の公共サービスの改善や提
供を行うこと，などがあげられる。ここでは，地域
住民が自らの地域の創成や発展に関して，住民自身
の知識や経験を生かしつつ合意形成や意思決定を行
っていくことが重視される。しかし，こうした地域
コミュニティへの権限付与においては，それを遂行
できるだけのスキルを住民が一様に身につけている
ことが前提条件としてあげられるが，「壊れた社会」
においてより重要となる住民の力量形成をいかに達
成するのかという点は不問のままである。２０１２年の

政府文書（DCLG ２０１２a）では，人種的・宗教的差
異による地域コミュニティの分断を克服するために，
地域コミュニティの融合への取り組みを奨励してい
るが，利己的・排他的傾向の強い住民間の争いや対
立を克服して相互の認識や理解を深め，協働するに
至るまでには，時間とともに様々な資源を動員しな
ければならず，そう容易なことではない。あるいは
また，地域の公共的価値ある施設を利用していても，
それを管理・運営したいと考える住民はどれほど存
在するだろうか。もっとも，かかる施設が何らかの
理由で閉鎖・消滅の危機に瀕したとき，地域コミュ
ニティとしてそれを維持・存続する方策を模索する
努力を行っていくことは重要であり，ローカリズム
がこうした努力の引き金になるという点では評価で
きる。しかし，地域コミュニティがその施設を直接
引き継ぐということは並大抵なことではない。つま
るところ，果たしてどれほどの住民が，こうした地
域コミュニティへの権限付与を実際に望んでいるの
かという点が問われざるを得ない。地域コミュニテ
ィのエンパワーメントという点では，これまで地域
の支援や諸課題に取り組み，その効力を発揮してき
たボランタリー・セクターは，とくに前労働党政権
において注目されていたが，緊縮財政の連立政権下
においても，地域の公共サービスの有力なプロバイ
ダーとして，ボランタリー・セクターが果たす役割
への期待は大きい。しかし，財政難に陥っている地
方自治体の補助金や委託契約費が減少するなかで，
ボランタリー・セクターも厳しい時代（tough 
times）を迎えており，パーソナライゼーションや
プライバタイゼーションの波に押し寄せられて，公
共サービスをめぐる競争環境はより激化してきてい
る。こうしたなかで，ボランタリー・セクターは，
生き残りをかけた統合と大規模化，事業・企業化と
いう選択を迫られることになり，小規模なボランテ
ィア組織は閉鎖の危機にも晒されている。
　ローカリズムは，中央集権から地方分権へ，政府
によるトップダウンの政治から市民参加によるボト
ムアップの政治へのパラダイムシフトを内包し，ロ
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ーカル・デモクラシーを実現する上での理念として
有効であるが，このローカリズムのプロセスは複雑
であり，中央政府から地方自治体への権限委譲，さ
らに地域コミュニティへの権限付与において，財源
および資源配分の方法と調整，複層化するガバナン
スへの対応，地域コミュニティの構築やエンパワー
メントに対するきめ細かな施策など，一筋縄ではい
かない課題が多い。こうした課題への対応策を重視
した前労働党政権が，結果的に，中央政府のコント
ロールを強化するというパラドクスに陥らざるを得
なかったのに対し，連立政権では，それを極力シン
プルにすることで，かえってローカリズムの内実を
曖昧かつ不確実にし，結局のところ，「小さな政府」
を肩代わりするレトリックと化してしまった点も否
定できない。財政面での支援がないままに権限が下
ろされるならば，それに付随する困難な意思決定や
責任を遂行するための負荷が増大するのみであるの
に対し，政府としては，本来果たすべき義務や公的
責任の縮小にもつながるため６０），ローカリズムと
は名ばかりの政府主導の感が拭えない。また，中央
政府内においても各省レベルではローカリズムの
解釈や方法が異なり，現場レベルの地方自治体およ
び地域コミュニティに混乱をきたしている（Smith 
and Wistrich ２０１４）。地方自治体や地域コミュニテ
ィにおいても，ローカリズムの受け止め方は温度差
があり，それを実践する主体のありようによっては
格差が生じるとともに，地域間の分断化を助長する
という懸念もある。ローカリズムは，政府の歳出削
減と抱き合わせの策としてではなく，すでにこれま
で長年にわたって蓄積されてきた地域レベルでの取
り組みをいかに尊重してくのか，また，そのなかで
人々のポテンシャルをどのように引き出していけば
よいのかという点とともに，そのバランスを総合的
な視野から捉えていく必要がある。

〈追記〉
　本稿脱稿後の２０１６年６月２３日に実施された国民投
票において英国の欧州連合（EU）からの離脱が決

定し，引責辞任したキャメロン首相に代わって，翌
７月１３日に就任したメイ（Theresa Mary May）首
相が，保守党政権を引き継ぐこととなった。メイ政
権発足後初となる予算編成方針（１１月２３日発表）で
は，インフラ投資の拡大などEU離脱に伴う経済リ
スクの回避に重点が置かれたが，これまで目標とさ
れてきた２０１９年度の財政黒字化は，断念された。こ
うした経済政策とともに，国民投票の争点であった
移民抑制やスコットランド独立の再燃などの課題に
どのように対処していくかが，今後問われていくこ
とになる。

注
４７） 前掲NCVOの職員へのインタビューに基づく。

NCVOは，１９１９年にNaional Council of Social 
Servicesとして創設されたが，現在はイングラン
ドの代表組織として，１０,０００以上の組織，１００名以
上のスタッフから構成されている。同マネージャ
ーによれば，「NCVOは，政策対応（ロビー活動，
構成員のアドボカシー），会議やセミナー，地域
イベントの開催，刊行物の発行やウェブサイトの
運営等を行っている。ニューズレターは，資金調
達やグッド・ガバナンスに関する記事を掲載して
いる。ウェブサイトはより重要になってきており，
ツイッターを通じたコミュニケーションやソーシ
ャル・メディア，オンライン・フォーラムもある。
ウェブの方が，人々と直接交流できる。構成員を
代表してキャンペーンも行っている。地域ごとに
エキスパート・チームを持っていて，トレーニン
グや力量形成も行っている。オンライン上のヘル
プ・デスクもあり，分野ごとに答えている。…政
府（OCS）からの補助金は減っているが，Charity 
Aid Foundation（人々の寄付で成り立ち，チャリ
ティの発展に寄与する財団）やBig Lottery Fund
（宝くじ），Foundation（財団）等からの補助金も
入れて，トータルでまだ年に１億ポンドを超えて
いる。収入の３分の１は，会議や書籍等の販売や
トレーニング・イベント等の収入によって成り立
っている。収入の１０％は，構成員からの上納金で
ある。教育・医療・福祉は，３本柱になっている。
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営利企業等の法人も，CSR（企業の社会的責任）
のために，構成員になることを選択している」と
されている。

４８） コンパクトにおいてボランタリー・セクターを
代表する機関が，コンパクト・ボイス（Compact 
Voice）である。前労働党政権の時代にはNCVO
の組織内部に存在していたが，連立政権に入って
からはコンパクト・ボイスとして独立し，NCVO
を含め２,５００の組織と７名のフルタイム・スタッ
フで構成されている。スタッフの中にローカル・
コンパクトに従事するチームがあり，同コンパク
トの立ち上げやリニューアルの支援を行っている。
コンパクト・ボイスのマネージャーへのインタビ
ュー（２０１１.１０.１０）によれば，「政府はボランタリ
ー・セクターと協議する義務があり，そのアウト
ラインを示したのがコンパクトである。コンパク
トでは，政府からの資金は１年では短すぎるため，
複数年あるいは３年が必要であること，資金援助
が変化または終了する３ヶ月前には告知すること，
資金を変えたり打ち切ったときにどのような影響
が出るかを検討（equality impact assessment）す
ること，経済的な価値と同様に環境的・社会的価
値を認識すること，新しい政策の実施には，１２週
間，その関係者と協議（consultation）をすること，
などが取り決められている。」

４９） 中島（２０１５）によれば，刷新コンパクトでは，
政府とボランタリー・セクターとの共有価値をめ
ぐる取り決めとしての「共有ビジョン shared 
vision」および「共有原則 shared principles」（民
主的社会の本質としてのボランタリー活動，健全
な社会の基礎としての独立かつ多様なボランタリ
ー・セクター，公共サービスの開発と供給におけ
る政府とボランタリー・セクターとの補完関係，
共通目的に対するパートナーシップの付加価値の
認識，意見交換の重視，政府とボランタリー・セ
クターそれぞれの説明責任の認識，ボランタリ
ー・セクターのキャンペーン活動の権利，政府に
よるボランタリー・セクターに対する資金提供の
重要性，機会均等の重要性の認識）が削除され，
代わりに，政府と市民社会組織（Civil Society 
Organisation）とのパートナーシップにより，①
強く多様で自立した市民社会，②効果的で透明性

の高い政策・プログラム・公共サービスのデザイ
ンと開発，③即応性と高品質のプログラムとサー
ビス，④プログラムやサービスの変更に関する明
確な取り決め，⑤平等で公正な社会，という５つ
の達成すべき「成果 outcomes」が明記されるこ
とになり，これまでの政府とボランタリー・セク
ターとの関係性の規定から，公共サービス供給中
心の規定へと変化している。

５０） 同マネージャーは，連立政権が，地域的な組織
への資金提供を削減することなく，地域の人々の
活動を奨励するとしている点に関して，「内閣府
の大臣（Francis Maude）は，『不正に削減するな，
不均衡に削減するな』と言い，ローカリズムと分
権化の大臣（Greg Clark）は，『サービス提供を行
うローカル・グループに対する資金提供の削減を
しないことを確信する』と言っている。DCLGの
大臣（Eric Pickles）は，『地方自治体が資金提供
を削減する場合は，３ヶ月前に告知することが望
ましい』と言い，また，『もし削減する場合は，ロ
ーカル・グループと協議することが望ましい』と
も言っている。副首相兼市民社会局長（Nick 
Clegg）は，コンパクトにとても関与し，その利
用を確信している」と期待しつつも，他方で，「コ
ンパクトに従わない政府部局もあるし，コンパク
トに従わない地域もある」と述べている。

５１） 英 国 の 中 間 支 援 組 織（Intermediary 
Organization／Infrastructure Organisations）は
数多く存在しており，全国レベルでは，前述した
NCVOが代表的な組織（National Umbrella Body 
for Organisations）であるが，地方自治体レベル
では，都市部にボランタリー・サービス協議会
（Council for Voluntary Servics：CVS），農村部に
農村コミュニティ協議会（Rural Community 
Council）などが存在している。

 タワー・ハムレッツ区のCVSとして２７年間の
長きにわたって貢献してきたコミュニティ・オ
ーガニゼーション・フォーラム（COF）は，資金
問題によって存続困難となり，２００８年８月に閉鎖
されているが，COFにあったボランティア・セン
ターは独立し，Volunteer Centre Tower Hamlets
（VCTH）として存続している。なお，２０１０年から
は，新たな CVS（Tower Hamlets Council for 
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Voluntary Service：THCVS）が立ち上がっている。
 前述したHAVCOは，１９９８年に閉鎖した以前の

組織を引き継いで２００１年に設立され，２００６年には
ボランティア・センターも併設され，地域の様々
なボランタリー組織を支援してきた。

５２） HAVCOも，度重なる助成金の削減によって組
織を維持・運営していくことが困難となり，ボラ
ンティア・センターともども２０１５年１０月に閉鎖さ
れることとなった。２０１５年９月１日付のガーディ
アン紙（The Guardian）は，中間支援組織を支援
する全国組織（National Association for Voluntary 
and Community Action：NAVCA）の取材を通じ
て，連立政権が発足した２０１０年以来，HAVCOの
みならず７０の中間支援組織が閉鎖され，その多く
が他の組織と統合してきている，と伝えている。

５３） 社会的企業の全国組織（Social Enterprise UK：
SEUK）によれば，公共サービスの市場規模は，
年間８２０億ポンドにのぼり，公共部門における
財・サービス支出総額の約２４％を占めている。ま
た，公共サービス事業の被雇用者数も１２０万人に
のぼり，これは世界で１０番目という雇用規模を有
する企業主に匹敵するものである（SEUK ２０１２）。

５４） サッチャー政権下で導入された NPM（New 
Public Management）は，民間企業の競争原理や
経営手法を公共部門にも適用することで，行政経
営の合理化・効率化をめざす改革のマネージメン
トとして世界的に普及してきているが，近年では，
NPMによる民営化や外部委託の拡大によって行
政責任や公共サービスの質の低下が問題となり，
これに代わるものとして，利害を共有する様々な
主体が参加し，公共サービスの利用者の視点で改
革を行っていくNPG（New Public Governance）
が注目されてきている（Osborne ２００６， Osborne, 
Radnor and Nasi ２０１３）。

 また，保守党メージャー政権で導入されたPFI
（Private Finance Initiatives）は，公共施設の資金
調達・設計・施工・維持管理等を民間部門に委ね，
公共部門はその委託費を支払うという制度であり，
労働党ブレア政権では，このPFIを包含するもの
としてPPP（Public Private Partnership）を導入
し，公共サービスの民営化や民間部門への外部委
託，官民のジョイント・ベンチャーなど，多様な

かたちで展開してきた。PFI事業は，その後も拡
大し，２０１４年の事業数は７２８件，資産価値で約５６６
億ポンドとなっているが，契約プロセスに時間と
費用を要する上に柔軟性に欠けること，民間部門
へのリスク移転が不十分であること，事業運営が
不透明であること等の問題が生じ，公共部門の負
債も想定を大きく上回ることとなったため，連立
政権では，財政支出の削減のために，いくつかの
PFI事業を中止するとともにPFIを見直し，PF2
（Private Finance 2）を導入している。ここでは，
契約プロセスの迅速化，契約内容の柔軟化，事業
運営の透明化，リスク分担の見直し，資金調達先
の多様化等の改革が行われることとなった
（CLAIR ２０１５a）。

５５） ファウンデーション・トラストは，国営の
NHSにおいて，独立採算制で自由度の高い運営
が認められた病院である。また，トレーディン
グ・ファンドは，政府各府省内において自律的な
運営が可能なエージェンシーであり，政策実施に
関わるExecutive Agenciesに比べて，事業運営の
５０％以上を自己資金で賄うことによる運営上の裁
量権が大きい。なお，日本の独立行政法人の導入
に際してはExecutive Agenciesが参照されたが，
実際には，府省外のPublic Bodiesの方が制度的
に近い。

５６） 例えば，NHSの職員が共同で社会的企業を立
ち上げ，地域の医療や健康に関わる諸問題に取り
組むことで，政府組織であるNHSの官僚的な体
質を企業原理によって効率化し，現場レベルの身
近な医療サービスの向上につなげるという点があ
げられる。前労働党政権下でも，地域のGPから
構成されるPCTにおいて，GPによる社会的企業
が組織化されてきていた。連立政権では，２０１０年
７月に保健省による白書（DH ２０１０）が公表され，
NHSの新たな改革が開始されている。

５７） 同法は，公共調達に関する既存の法的枠組みを
変更・修正するものではないが，地方自治体等に
よる公共サービスの調達を通して，ボランタリ
ー・セクター等が果たす役割について検討するこ
とを義務づけたという点で評価が高いとされてい
る。しかし，「社会的価値」の定義がなされてい
ないため，自治体による解釈の差が生じる可能性
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がある。これとは対照的に，前労働党政権下で導
入された地方自治体の業績評価制度では，評価尺
度であるベスト・バリューの内容は法律で明確化
されていた（CLAIR ２０１３b）。

 なお，公共サービスにおける個々のサービス改
革のフレームワークおよび改革の進捗状況は，
２０１２年以降，毎年発表されている報告書（HM 
Government, Open Public Services 2012, 2013, 

2014, Cabinet Office）に示されている。
５８） これらの具体的な事例は，CLAIR（２０１２b）に詳

しい。なお，成果払い方式については，遠藤
（２０１５）で触れられている。また，ジョンソン
（２０１４）によれば，契約締結プロセスにおける問
題点として，①入札について十分な案内がなく準
備時間もないこと，②多くの契約が短期（１年）
であり，中長期的な計画が難しい上に雇用も不安
定になること，③サービス提供にかかる費用を契
約で全て賄えないこと，④契約文書が複雑である
こと，⑤大規模な契約に小規模な組織が参入でき
ないこと，⑥支払いの遅延はボランタリー組織に
とって致命的であること，があげられる。

５９） University College Londonの講師へのインタビ
ュー（２０１４.８.２１）では，連立政権以降，６,０００もの
チャリティが消滅したとされる。また，２０１２年１２
月２７日付のガーディアン紙によれば，ロンドン中
心部で若年失業者の雇用訓練を手がけていた有名
な社会的企業のレストランである Hoxton 
Apprenticeも，資金不足によって閉鎖に追い込ま
れている。

６０） 例えば，ビジネス・レートの軽減措置に伴う税
収減は，地方自治体の責任に帰せられることにな
り，また，ローカリズム法第１部第１０章において
は，地方自治体に課せられていた民主主義の促進
および住民の請願に関する対処義務を撤廃する条
項がみられる。
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Abstract : This paper focuses on Localism through comparative studies of public policies between Labour, 
Coalition and Conservative governments and analyses aspects of decentralization of Localism in the UK. The 

Coalition government made up of Conservatives and Liberal Democrats formed in May 2010 introduced the 

Big Society agenda which is a paradigm shift moving power and responsibility away from central 

government towards more local levels. Localism is a concrete attempt to realise the Big Society agenda in 

practice. The Coalition promotes decentralisation and ends the era of top-down government by giving new 

powers to local councils, communities, neighbourhoods and individuals through the Localism Act introduced 

in November 2011. Localism launched decentralization aiming at ‘double devolution,’ first from central to 

local government, and subsequently from the latter to communities and neighbourhoods based on the 

Localism Act. This Act features several provisions relating to councils: giving councils a general power of 

competence, allowing councils to choose to return to the committee system of governance and allowing for 

referendums on elected mayors in certain authorities, giving residents the power to instigate local 

referendums on any local issue and the power to veto excessive council tax increases, allowing councils 

more discretion over business rate relief, providing new powers to help save local facilities and services 

threatened with closure, giving voluntary and community groups the right to challenge local authorities over 

their services, and so on. On the other hand, the Coalition has undertaken deficit reduction by drastically 

cutting public spending as an inevitable consequence of the financial crisis followed by deep recession. 

Departmental spending between fiscal 2010 and 2014 was cut by 9.1%, and the DCLG (Department for 

Communities and Local Government) suffered the largest cuts within departmental spending. Above all, 

grants from central government to local government were cut by 36.3% overall between fiscal 2009 and 2014. 

Local authorities have been forced to cut back significantly on their service spending in the face of falls in 

their main sources of revenue and to build local revenue-raising capacity. Local authorities have to innovate 

and deliver better and more effective public services to respond to what local people want. The Localism Act 

also passes new rights and powers directly to communities and individuals, making it easier for them to get 

things done and ensure democratic decision-making in the places where they live. However, since 

communities are essentially conflictual and local people have little opportunity to apply their good ideas and 

tackle problems in their communities, they must be given appropriate professional and technical support to 

enable them to use the rights and improve their local environment. Voluntary and community organisations 
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often get involved in encouraging local communities and they carry out some of the most innovative and 

effective work in public services. The Act gives these organisations the right to express an interest in taking 

over the running of a local authority service. The local authority must run a procurement exercise for the 

service, open to bidding by the challenging organisation. However, the severe reductions on public spending 

are a live issue for the voluntary sector depending on state funding in the form of contract payments for 

service delivery. The significant impact of reduced spending threatens unnecessary damage to the sector’s 

capacity and many organisations are forced to close their doors. Although Localism can enable the opening 

up of possibilities for local democracy, state-led and austerity Localism founded on self-reliance, mutualism, 

volunteerism, community engagement and civic action as a replacement for public sector cuts is liable to be 

a key element of rhetoric for conservative neocommunitarianism.

Keywords : The United Kingdom, localism, decentralisation, the labour government, the conservative-liberal 
democrat government, local authority, local community, voluntary sector, public service, local 

democracy


